
※ 当センターは、制度や実状等に関するお問い合わせには応じるものの実際に支援を行なう事業者等の斡旋や
ご紹介を行うものではございませんので、予めご了承ください。

採用予定の外国人留学生の

在留資格変更手続きはお済みですか？

外国人材の採用を考えている企業の
経営者・採用ご担当者 へ

在留資格変更許可申請は
いつから受付けているの？

実務経験が豊富な行政書士等がお答えします。

※外国人材の受入に関するご相談全般に個別・具体的な事前相談に応じます。

相談
無料

就労ビザの取得は

入社日に間に合いますか？

Check!!

卒業証書が手元に
なくても申請はできるの？

手続きは留学生本人に
任せても大丈夫？

お問い合わせ先

ＴＥＬ：０５０-５２１１－５３９７

滋賀県外国人材受入サポートセンター
受付時間：10時～17時(土日・祝日・年末年始を除く）

〒525‐0032
滋賀県草津市大路１丁目１番１号 エルティ９３２ ３F
JR東海道本線（琵琶湖線）『草津駅』 東口徒歩１分

E-mail：shiga_support@pasona.co.jp HPはこちら
https://shiga-gaisapo.com

https://shiga-gaisapo.com/

